
2 名以上の共有で資産をお持ちのみなさまへ 
 

共有物に対する固定資産税については、その共有者が連帯して納付する義務が

あります（地方税法第 10 条の２①） 

 

償却資産の申告の対象となる資産を２名以上の共有でお持ちの場合は、代表者

のほかに共有者の方もご記入のうえ、申告いただきますようよろしくお願いい

たします。（償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「2.所有者氏名」欄または

「18.備考」欄にご記入ください。） 

※平成 28 年度から申告書の様式が変更され、「3.個人番号又は法人番号」の記

入欄が追加されました。代表者以外の共有者の方の番号も、「18.備考」欄にご

記入ください。 

 

中桜塚３丁目１番１号 

豊中未来 

豊中 希 個人番号 000000000000 

豊中未来 個人番号 111111111111 

≪記入例≫ 

豊中 希 外１名 

123456789 

561-0881 


